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各      位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（追加）子会社における不適切な取引及び調査委員会の設置に関するお知らせ 

 

平成 22 年 11 月 25 日付「子会社における不適切な取引及び調査委員会の設置に関するお知らせ」

にて発表いたしました件につき、当社は本日開催した取締役会において、下記の通り調査委員会を

設置することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記   
１．経緯 

今般、当社の100％子会社でありました株式会社グローバルコーポレーションの過去の取引に 

ついて、一部取引先との間で不適切な取引が行われていた可能性が高いことが判明いたしまし

た。これにより、過年度の決算修正におよぶ可能性があることから、提出済の有価証券報告書

等についても訂正報告書を提出する可能性があります。 

当社といたしましては、早急に事実関係の詳細及び業績に与える影響の有無を調査する必要 

があること、及び第三者の立場で全容の解明を行っていただくため、社外の弁護士及び公認会

計士により調査委員会を設置したものあります。（各氏の経歴は別紙をご参照下さい） 

 

２．調査委員会構成委員（敬称略、順不同） 

   委員長  佐川 明生（弁護士） 

   委員   砂川 祐二（弁護士・当社社外監査役） 

   委員   原田 叔法（公認会計士・税理士） 

  

 ※調査委員会構成委員の選定について 

   当社では平成 22 年７月 15 日付日本弁護士連合会策定の「企業等不祥事における第三者委員

会ガイドライン」における「第三者委員会の中立性、独立性についての指針」に基づき、「企業

等と利害関係を有する者は、委員に就任することができない」点を考慮し、構成委員の選定を

行いました。 

   砂川祐二氏については、当社社外監査役でありますが、当社の業務を受任したことはなく、

「当社と利害関係を有する者」には該当せず、調査委員会構成委員として適任と考えます。 

 

３．今後の対応について 

 当社としては、今回の事態の発生を真摯に受けとめており、調査委員会に全面的に協力し、 

第３四半期決算短信の発表時期を目処に全ての調査、対応等を完了させる予定であります。ま 

た、調査委員会の調査により事実関係が判明次第、適時に開示を行ってまいります。 

 株主及び取引先をはじめ関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、 

深くお詫び申し上げます。 

以上 

会 社 名    株式会社プロジェ・ホールディングス 

代表者名    代表取締役社長   森 田 宏 文 

（コード番号：3114  名証・大証第二部）

問合せ先    取締役 管理本部長 清 永 信 朗 

電話番号（03）5777-5152  

当社の親会社 ス テ ラ ・ グ ル ー プ 株 式 会 社 

代表者名    代表取締役社長    津 田 由 行 

（コード番号：8206  大証第二部） 

 



 

 
（別紙） 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

佐川 明生 

（昭和 48 年３月 12 日生） 

平成 10 年 10 月 司法試験合格 

平成 12 年 10 月 弁護士登録 古田アンドアソシエイツ法律 

事務所（現 弁護士法人クレア法律事務所）

入所 

砂川 祐二 

（昭和 44 年５月７日生） 

平成 10 年 10 月 司法試験合格 

平成 12 年 10 月 弁護士登録 福家総合法律事務所入所 

平成 19 年１月  清風法律事務所所属 

平成 21 年５月  当社 監査役（現任） 

原田 叔法（ﾖｼﾉﾘ） 

（昭和 33 年６月 17 日生） 

平成元年 10 月  監査法人朝日新和会計社（現 あずさ監査法

人）入社 

平成５年３月  公認会計士登録 

平成 10 年９月  税理士登録 

平成 10 年 10 月 原田会計事務所設立 

 


